
労働者派遣法第２３条第５項及び同法規則第１８条の２第３項の規定に基づき、

下記事業所における労働者派遣事業の状況を公開いたします。

許可番号 派13-313909

事業所の名称 アンドデジタル株式会社

事業所の所在地 東京都文京区後楽一丁目４番１４号　後楽森ビル19Ｆ

１ 派遣労働者数

派遣労働者の数（2025年6月1日時点）

２ 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数

派遣先事業所の数（2025年6月1日時点）

３ 派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項 （対象期間　2024年4月1日～2025年3月31日）

労働者派遣の料金額の平均 （1日8時間あたり）

派遣労働者の賃金額の平均 （1日8時間あたり）

マージン率

４ 派遣労働者の待遇の決定に係る、労使協定を締結しているか否かの別等

派遣労働者がいないため実績なし

５ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

派遣労働者がいないため実績なし

６ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項

派遣労働者がいないため実績なし

－

労働者派遣事業に関する情報提供

実績なし

実績なし

－

－


